
 

 

第６回尼崎市議会定例会市長提出予定案件 

 

 

１ 議案の数及び名称 

⑴ 議案の数 

種 別 予 算 条 例 その他 計 

件 数 １ ６ ７ １４ 

 

⑵ 議案の名称 

＜予算＞ 

議案第５５号  令和８年度尼崎市一般会計補正予算（第２号） … 5 

＜条例＞ 

議案第５６号  尼崎市新図書館整備等事業を実施するための関係条例の

整備に関する条例について 

… 9 

議案第５７号  尼崎市予算で定めるべき公営企業の用に供する重要な資

産の取得及び処分等を定める条例及び尼崎市長等の損害

賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例

について 

…15 

議案第５８号  尼崎市市税条例の一部を改正する条例について …19 

議案第５９号  尼崎市高齢者乗合自動車運賃助成条例の一部を改正する

条例について 

…33 

議案第６０号  尼崎市水道事業給水条例及び尼崎市下水道条例の一部を

改正する条例について 

…35 

議案第６１号  尼崎市立富松住宅管理基金条例を廃止する条例について …39 

＜その他＞ 

議案第６２号  旧慣による公有財産の使用権の廃止について …41 

議案第６３号 訴えの提起について（建物明渡し等請求事件） …43 

議案第６４号  工事請負契約について（記念公園陸上競技場等改修工事） …45 

議案第６５号  物件の買入れについて（消防団小型動力ポンプ積載車） …47 

議案第６６号  物件の買入れについて（高規格救急自動車） …49 

議案第６７号  物件の買入れについて（水槽付き消防ポンプ自動車） …51 
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議案第６８号  物件の買入れについて（小型水槽付き消防ポンプ自動車） …53 

 

 

２ その他の報告 

⑴ 令和７年度尼崎市繰越明許費に係る歳出予算の経費の繰越し 

 ３９事業  ３，５７３，６３３千円 

⑵ 令和７年度尼崎市事故繰越しに係る歳出予算の経費の繰越し 

 １事業     １１，０００千円 

⑶ 令和７年度尼崎市水道事業会計継続費の繰越額の使用 

１事業    ９５１，８１６千円 

⑷ 令和７年度尼崎市工業用水道事業会計予算の繰越額の使用 

 １事業     ２１，６５４千円 

⑸ 令和７年度尼崎市下水道事業会計予算の繰越額の使用 

１事業  ３，２１８，６５９千円 

⑹ 令和７年度尼崎市モーターボート競走事業会計予算の繰越額の使用 

１事業     ５０，８９５千円 

⑺ 議会の指定に基づく専決処分 

・ 和解及び損害賠償の額の決定 

    その他の事故  ２件        ４９２，８４５円 

 ・ 市道路線の認定 

    戸ノ内住宅地区改良事業の施行に伴うもの  認定 ２路線 

 ・ 工事又は製造の請負契約の変更契約の締結 

    工事      ４件 

 

 

３ 追加提出予定案件 

＜人事＞ 

・ 尼崎市固定資産評価員の選任 

・ 尼崎市農業委員会委員の任命 
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第６回尼崎市議会定例会 

議 案 説 明 資 料 
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（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 予算 番 号 議案第５５号 所 管 各事業所管課 

件 名 令和８年度尼崎市一般会計補正予算（第２号） 

内       容 

１ 補正予算の内容 

阪神バス等の運賃改定に伴い、高齢者及び障害者等の運賃に対する市の助成額を増

額するほか、開明庁舎のトイレリニューアルに係る費用の一部を補助することなどに

伴い、補正を行う。 

各事業の概要等は別紙のとおり。 

 

２ 補正予算の規模 

（単位：千円） 

現在予算額 補正予算額 補正後予算額 

247,251,000 314,347 247,565,347 

 

３ 歳入歳出補正予算額 

（単位：千円） 

歳   入 歳   出 

款 補正予算額 款 補正予算額 

市税 △32,219 総務費 238,007 

環境性能割交付金 △189,000 民生費 31,340 

地方特例交付金 221,219 商工費 35,000 

繰入金 199,507 土木費 10,000 

繰越金 114,840   

合 計 314,347 合 計 314,347 
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 別  紙  

４ 債務負担行為 

追 加 （単位：千円）

事  項 期  間 限 度 額 

市営住宅建替等事業 令和 9年度 1,556,097 

 

変 更                          （単位：千円） 

事 項 
補 正 前 補 正 後 

期 間 限度額 期 間 限度額 

新図書館整備等事業 令和 11 年度 354,172 令和 12 年度 354,172 
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 別  紙  

 

費目別事業概要 

 

総務費 238,007 千円 

  

公共施設整備保全基金積立金 199,507 千円 

廃止する富松住宅管理基金の残高を積み立てる。  

  

市議会議員選挙執行関係事業費 38,500 千円 

市議会議員の補欠選挙を実施する。  

  

民生費 31,340 千円 

  

乗合自動車特別乗車証交付事業費 305 千円 

障害者等に交付している特別乗車証の市助成額を増額する。  

  

高齢者バス運賃助成事業費 31,035 千円 

高齢者に交付している乗車払カード及び定期券の購入に係る市

助成額を増額する。 

 

  

商工費 35,000 千円 

  

観光地域づくり推進事業費 35,000 千円 

開明庁舎のトイレリニューアルに係る費用の一部を補助する。  

  

土木費 10,000 千円 

  

常光寺難波線道路整備事業費 10,000 千円 

波洲橋架替工事に係る設計を行う。  
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（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５６号 所 管 公共施設戦略課 

件 名 
尼崎市新図書館整備等事業を実施するための関係条例の整備に関する条例に

ついて 

内       容 

１ 改正理由 

  「第１次尼崎市公共施設再編計画・実施編」に基づき、尼崎市立北図書館及び尼崎

市立女性・勤労婦人センターを再編するにあたり、大井戸公園内における新図書館の

整備や大井戸公園及び一部周辺道路のリニューアルを実施するための事業に着手す

るため、関係条例について所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正の対象となる条例 

 ⑴ 尼崎市都市公園条例 

 ⑵ 尼崎市立図書館の設置及び管理に関する条例 

 ⑶ 尼崎市指定管理者選定委員会条例 

 

３ 主な改正内容 

 ⑴ 尼崎市都市公園条例の改正 

   大井戸公園を特定公園（その管理を指定管理者に行わせることができる公園）に

追加する。 

 ⑵ 尼崎市立図書館の設置及び管理に関する条例の改正 

  ア 尼崎市立北図書館の位置を「尼崎市南武庫之荘３丁目２１番２１号」から「尼

崎市南武庫之荘３丁目３７番１号」に改める。 

イ 尼崎市立北図書館が行う事業に貸館事業を追加するほか、利用の許可や取消し

等の貸館事業に関する規定を整備する。 

 ⑶ 尼崎市指定管理者選定委員会条例の改正 

  ア 指定管理者ごとの指定管理者対象施設の区分を規定する別表第１について、

「尼崎市立北図書館」を「大井戸公園及び尼崎市立北図書館（以下「大井戸公園

等」という。）」に改める。 

イ 指定管理者の選定に関する事項を調査審議する尼崎市指定管理者選定委員会

の設置単位を規定する別表第２について、「尼崎市立北図書館」を「大井戸公園

等」に改める。 

 

４ 施行期日 

  市規則で定める日 

  ただし、３⑶の改正は公布の日 
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尼崎市都市公園条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

（特定公園の管理） 

第２２条 記念公園、橘公園、中央公園、西向

島公園、猪名川公園、大井戸公園、小田南公

園及び尼崎城址公園（以下「特定公園」とい

う。）の管理は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に

より、法人その他の団体（以下「法人等」と

いう。）であって市長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に行わせることが

できる。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第２６条 略 

⑵ 特定公園の利用に係る使用料又は料金の

徴収、減免及び還付に関すること。 

（特定公園の管理） 

第２２条 記念公園、橘公園、中央公園、西向

島公園、猪名川公園、小田南公園及び尼崎城

址公園（以下「特定公園」という。）の管理

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定により、法人そ

の他の団体（以下「法人等」という。）であ

って市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に行わせることができる。 

 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第２６条 略 

⑵ 特定公園の利用に係る使用料（小田南公

園にあっては、その利用に係る第２８条第

１項に規定する利用料金）の徴収、減免及

び還付に関すること。 
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尼崎市立図書館の設置及び管理に関する条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

（名称及び位置） 

第３条 図書館の名称及び位置は、次表のとお

りとする。 

名称 位置 

 

 

 

尼崎市立北図書館 尼崎市南武庫之荘３

丁目３７番１号 

（事業） 

第４条 図書館は、公立図書館としての目的を

達成するため、次の各号（尼崎市立中央図書

館にあっては、第８号を除く。）に掲げる事

業を行う。 

⑻ レクリエーションの場の提供に関するこ

と。 

⑼ その他尼崎市教育委員会（以下「教育委

員会」という。）が必要と認める事業 

（利用の許可等） 

第４条の２ 図書館（尼崎市立北図書館に限る。

以下この条、次条、第７条、第９条、第１１

条及び第１２条において同じ。）の施設のう

ち教育委員会が別に定める施設を利用しよう

とする者は、教育委員会の許可を受けなけれ

ばならない。 

２ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、前項の許可（以下「利

用許可」という。）をしないことができる。 

⑴ 公の秩序、善良の風俗その他公益を害す

るおそれがあるとき。 

⑵ 図書館の施設又は設備その他の物件（以

下「付属設備」という。）を汚損し、毀損

し、又は滅失させるおそれがあるとき。 

⑶ 前条各号に掲げる事業の実施に支障があ

るとき。 

⑷ その他図書館の管理上支障があるとき。 

（利用許可の取消し等） 

（名称及び位置） 

第３条 図書館の名称及び位置は、次表のとお

りとする。 

名称 位置 

 

 

 

尼崎市立北図書館 尼崎市南武庫之荘３

丁目２１番２１号 

（事業） 

第４条 図書館は、公立図書館としての目的を

達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

 

 

 

 

⑻ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会

が必要と認める事業 
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第４条の３ 教育委員会は、次の各号のいずれ

かに該当するときは、利用許可を取り消し、

又は利用許可の条件を変更することができ

る。 

⑴ 許可利用者（利用許可を受けた者をいう。

以下同じ。）が偽りその他不正の手段によ

り利用許可を受けたとき。 

⑵ 許可利用者が利用許可の条件に違反した

とき。 

⑶ この条例若しくはこの条例に基づく教育

委員会規則の規定又は当該規定に基づく処

分に違反する行為があったとき。 

⑷ その他教育委員会が図書館の管理上支障

があると認めるとき。 

２ 市は、前項の規定による利用許可の取消し

又は利用許可の条件の変更を受けた者が、こ

れらによって損害を受けても、その損害につ

いて賠償等の責任を負わない。 

（立入りの禁止等） 

第５条 略 

⑶ 図書館資料を紛失し、損傷し、若しくは

汚損し、又は図書館の施設若しくは付属設

備を汚損し、毀損し、若しくは滅失させる

おそれがある者 

（損害賠償義務等） 

第６条 

２ 前項に定めるもののほか、図書館の利用者

は、その責めに帰すべき理由により、図書館

の施設又は付属設備を汚損し、毀損し、又は

滅失させたときは、直ちに、これを原状に回

復し、又はその損害を賠償しなければならな

い。 

（図書館の管理） 

第７条 図書館の管理は、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体（以下「法人

等」という。）であって教育委員会が指定す

るもの（以下「指定管理者」という。）に行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（立入りの禁止等） 

第５条 略 

⑶ 図書館資料を紛失し、損傷し、若しくは

汚損し、又は図書館の施設若しくは付属設

備その他の物件を汚損し、き損し、若しく

は滅失させるおそれがある者 

（損害賠償義務等） 

第６条 

２ 前項に定めるもののほか、図書館の利用者

は、その責めに帰すべき理由により、図書館

の施設又は付属設備その他の物件を汚損し、

き損し、滅失させたときは、直ちに、これを

原状に回復し、又はその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

（図書館の管理） 

第７条 図書館（尼崎市立北図書館に限る。第

９条、第１１条及び第１２条において同じ。）

の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第３項の規定により、

法人その他の団体（以下「法人等」という。）
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わせることができる。 

 

 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１１条 略 

⑵ 利用許可、その取消しその他図書館及び

図書館資料の利用に関すること。 

であって教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができ

る。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１１条 略 

⑵ 図書館及び図書館資料の利用に関するこ

と。 
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尼崎市指定管理者選定委員会条例（第３条関係） 

改正後 現 行 

別表第１ 

２７ 大井戸公園及び尼崎市立北図書館（以

下「大井戸公園等」という。） 

備考 第５項、第１０項から第１４項まで、第

１６項及び第２０項から第２７項までに掲げ

る施設は、これらの項ごとに一の指定管理者

対象施設とみなす。 

別表第２ 

１６ 大井戸公園等 

備考 第３項から第５項まで、第７項及び第１

１項から第１６項までに掲げる施設は、これ

らの項ごとに一の施設とみなす。 

別表第１ 

２７ 尼崎市立北図書館 

 

備考 第５項、第１０項から第１４項まで、第

１６項及び第２０項から第２６項までに掲げ

る施設は、これらの項ごとに一の指定管理者

対象施設とみなす。 

別表第２ 

１６ 尼崎市立北図書館 

備考 第３項から第５項まで、第７項及び第１

１項から第１５項までに掲げる施設は、これ

らの項ごとに一の施設とみなす。 

 

14



（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５７号 所 管 
人事課、公営企業局 企画

管理課 

件 名 

尼崎市予算で定めるべき公営企業の用に供する重要な資産の取得及び処分等

を定める条例及び尼崎市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部

を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）及び地方自治法施行令

等の一部を改正する政令（令和７年政令第２３７号）の制定により、法律及び政令か

らの引用条項のずれが生じることから、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

 法律及び政令からの引用条項のずれを改める。 

 

３ 施行期日 

  令和８年９月２４日 
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尼崎市予算で定めるべき公営企業の用に供する重要な資産の取得及び処分等を定める条例（第１

条関係） 

改正後 現 行 

（尼崎市議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第３条 法第３４条において読み替えて準用す

る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４３条の２の９第８項の条例で定める場合

は、法第１５条第１項に規定する企業職員で

公営企業の業務に従事するものの賠償責任に

係る賠償額が２００，０００円以上である場

合とする。 

（尼崎市議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第３条 法第３４条において読み替えて準用す

る地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４３条の２の８第８項の条例で定める場合

は、法第１５条第１項に規定する企業職員で

公営企業の業務に従事するものの賠償責任に

係る賠償額が２００，０００円以上である場

合とする。 
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尼崎市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４３条の２の８第１項に規定する普通地方公共

団体の長等で市に属するもの（以下「市長等」

という。）が市に対して損害賠償責任を負う場

合において、その損害賠償責任を負う額が当該

市長等に係る責任限度額（地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１７３条の５第１項

第１号に規定する普通地方公共団体の長等の基

準給与年額に、次の各号に掲げる者の区分に応

じ、当該各号に定める数を乗じて得た額をい

う。）を超えるときは、当該市長等が当該損害

賠償責任に係る職務を行うにつき善意でかつ重

大な過失がない場合に限り、その超える額につ

いて当該損害賠償責任を免除する。 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４３条の２の７第１項に規定する普通地方公共

団体の長等で市に属するもの（以下「市長等」

という。）が市に対して損害賠償責任を負う場

合において、その損害賠償責任を負う額が当該

市長等に係る責任限度額（地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１７３条の４第１項

第１号に規定する普通地方公共団体の長等の基

準給与年額に、次の各号に掲げる者の区分に応

じ、当該各号に定める数を乗じて得た額をい

う。）を超えるときは、当該市長等が当該損害

賠償責任に係る職務を行うにつき善意でかつ重

大な過失がない場合に限り、その超える額につ

いて当該損害賠償責任を免除する。 
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（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５８号 所 管 税務管理課 

件 名 尼崎市市税条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の制定に伴い、所要の整

備を行うもの。 

 

２ 主な改正内容 

⑴ 個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除（住宅ローン控除）の対象となる入

居の期限（現行：令和７年１２月３１日まで）を５年延長し、令和１２年１２月３

１日までとする。それに伴い控除の適用期限（現行：令和２０年度まで）について

も５年延長し、令和２５年度までとする。 

⑵ 個人市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出すべき者に、源泉

徴収を要しない公的年金等の支払を受ける納税義務者（一定の金額に満たない者を

除く。）であって、障害者等に該当する者又は扶養親族等を有する者を加える。 

⑶ 固定資産税の免税点を次のとおり引き上げる。 

 改正後 現 行 

家屋  ３０万円  ２０万円 

償却資産 １８０万円 １５０万円 

※土地は３０万円で据置き 

⑷ 新築住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用期限（現行：令和８年３月

３１日まで）を５年延長し、令和１３年３月３１日までとする。 

⑸ バリアフリー改修が行われた劇場や音楽堂等に係る固定資産税等の税額の減額

措置について、対象家屋を特別特定建築物（※）全般に拡充するとともに、令和１

１年３月３１日までの間に当該特別特定建築物のバリアフリー改修工事が行われ

た場合、２年度分に限り、地方税法の参酌割合となる３分の１に相当する額を固定

資産税等の税額から減額することとする。 

※特別特定建築物…不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等

が利用する建築物で、移動等円滑化が特に必要な施設（劇場、音

楽堂、学校、病院、百貨店等） 

 

３ 施行期日 

公布の日 

ただし、２⑴及び２⑵の改正は令和９年１月１日、２⑶の改正は令和９年４月１日 
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尼崎市市税条例 

改正後 現 行 

（所得割の課税標準） 

第１９条 

１２ 特定配当等（法第２３条第１項第１５号

に規定する特定配当等をいう。以下この款に

おいて同じ。）（同号ロに掲げるものを除く。

以下この項において同じ。）に係る所得を有す

る者に係る総所得金額は、その特定配当等に

係る所得の金額を除外して算定するものとす

る。 

（税額控除） 

第２５条 

２ 所得割の納税義務者が、前年中に次の各号

に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の

合計額（当該合計額が前年の総所得金額、退

職所得金額及び山林所得金額の合計額の１０

０分の３０に相当する金額を超える場合に

は、当該１００分の３０に相当する金額）が

２，０００円を超える場合には、法第３１４

条の７第１項及び第１１項（これらの規定を

法の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）に規定するところにより算定した控除額

をその者の第２２条第２項及び第３項並びに

前項の規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

 

（個人の市民税の申告等） 

第２６条 第１７条第１項第１号に掲げる者は

３月１５日までに、省令で定める申告書を市

長に提出しなければならない。ただし、第２

９条第１項又は第４項の規定により給与支払

報告書又は公的年金等支払報告書を提出する

義務がある者から１月１日現在において俸

給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれら

の性質を有する給与（以下この節において「給

与」と総称する。）又は所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等（第２７条の３第１

（所得割の課税標準） 

第１９条 

１２ 特定配当等（法第２３条第１項第１５号

に規定する特定配当等をいう。以下この款に

おいて同じ。）に係る所得を有する者に係る総

所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金

額を除外して算定するものとする。 

 

 

（税額控除） 

第２５条 

２ 所得割の納税義務者が、前年中に次の各号

に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の

合計額（当該合計額が前年の総所得金額、退

職所得金額及び山林所得金額の合計額の１０

０分の３０に相当する金額を超える場合に

は、当該１００分の３０に相当する金額）が

２，０００円を超える場合には、法第３１４

条の７第１項及び第１１項（法附則第５条の

６第２項及び附則第５条の７第２項の規定に

よりこれらの規定を読み替えて適用する場合

を含む。）に規定するところにより算定した控

除額をその者の第２２条第２項及び第３項並

びに前項の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

（個人の市民税の申告等） 

第２６条 第１７条第１項第１号に掲げる者は

３月１５日までに、省令で定める申告書を市

長に提出しなければならない。ただし、第２

９条第１項又は第４項の規定により給与支払

報告書又は公的年金等支払報告書を提出する

義務がある者から１月１日現在において俸

給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれら

の性質を有する給与（以下この節において「給

与」と総称する。）又は所得税法第３５条第３

項に規定する公的年金等（第２７条の３第１
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項を除き、以下この節において「公的年金等」

という。）の支払を受けている者で前年中にお

いて給与所得以外の所得又は公的年金等に係

る所得以外の所得を有しなかったもの（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者で社会保険料控除額（令で定めるものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控

除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務

者（前年の合計所得金額が９，０００，００

０円以下である者に限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（法第３１４条の２第１項第１

０号の２に規定する自己と生計を一にする配

偶者をいい、前年の合計所得金額が９５０，

０００円以下である者に限る。）で控除対象配

偶者（法第２９２条第１項第８号に規定する

控除対象配偶者をいう。）に該当しないものに

係るものを除く。）、法第３１４条の２第４項

に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別

控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規

定する特定親族をいい、前年の合計所得金額

が８５０，０００円以下であるものに限る。）

に係るものを除く。）の控除又はこれらと併せ

て雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、

第１９条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第２５条第２項の

規定により控除すべき金額（以下この条にお

いて「寄附金税額控除額」という。）の控除を

受けようとするものを除く。）及び前年中にお

ける合計所得金額（青色事業専従者又は事業

専従者を有する者にあっては、青色専従者給

与額（所得税法第５７条第１項の規定による

計算の例により算定した同項の必要経費に算

入される金額をいう。）又は事業専従者控除額

の控除前の合計所得金額）が基礎控除額以下

の者については、この限りでない。 

 

項を除き、以下この節において「公的年金等」

という。）の支払を受けている者で前年中にお

いて給与所得以外の所得又は公的年金等に係

る所得以外の所得を有しなかったもの（公的

年金等に係る所得以外の所得を有しなかった

者で社会保険料控除額（令で定めるものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控

除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務

者（前年の合計所得金額が９，０００，００

０円以下である者に限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（法第３１４条の２第１項第１

０号の２に規定する自己と生計を一にする配

偶者をいい、前年の合計所得金額が９５０，

０００円以下である者に限る。）で控除対象配

偶者（法第２９２条第１項第８号に規定する

控除対象配偶者をいう。）に該当しないものに

係るものを除く。）、法第３１４条の２第４項

に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別

控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規

定する特定親族をいう。以下同じ。）（前年の

合計所得金額が８５０，０００円以下である

ものに限る。）に係るものを除く。）の控除又

はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費

控除額の控除、第１９条第８項に規定する純

損失の金額の控除、同条第９項に規定する純

損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

２５条第２項の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除額」

という。）の控除を受けようとするものを除

く。）及び前年中における合計所得金額（青色

事業専従者又は事業専従者を有する者にあっ

ては、青色専従者給与額（所得税法第５７条

第１項の規定による計算の例により算定した

同項の必要経費に算入される金額をいう。）又

は事業専従者控除額の控除前の合計所得金

額）が基礎控除額以下の者については、この

限りでない。 
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（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第２７条の２ 法第３１７条の３の２第１項に

規定する給与所得者（以下この条において「給

与所得者」という。）で本市の区域内に住所を

有するものは、その給与支払者（同項に規定

する給与支払者をいう。以下この条において

同じ。）から毎年最初に給与の支払を受ける日

の前日までに、省令で定めるところにより、

同項各号に掲げる事項を記載した申告書を、

当該給与支払者を経由して、市長に提出しな

ければならない。 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

（削る） 

２ 前項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に

係る法第３１７条の３の２第１項各号に掲げ

る事項がその年の前年においてその経由する

給与支払者と同一の給与支払者を経由して提

出した前項又は同条第１項の規定による申告

書に記載した事項（その者が当該前年の中途

において次項又は同条第３項の規定による申

告書を当該給与支払者を経由して提出した場

合には、その異動に係る事項については、当

該前年の最後に提出したこれらの規定による

申告書に記載した事項。以下この項において

「前年申告書記載事項」という。）と異動がな

いときは、給与所得者は、省令で定めるとこ

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第２７条の２ 所得税法第１９４条第１項の規

定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項

に規定する給与等の支払者（以下この条にお

いて「給与支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、省令で

定めるところにより、次の各号に掲げる事項

を記載した申告書を、当該給与支払者を経由

して、市長に提出しなければならない。 

⑴ 当該給与支払者の氏名又は名称 

⑵ 所得割の納税義務者（合計所得金額が１

０，０００，０００円以下である者に限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（青色事業

専従者に該当する者で第１９条第３項に規

定する給与の支払を受けるもの及び事業専

従者に該当する者を除き、合計所得金額が

１，３３０，０００円以下である者に限る。

次条第１項において同じ。）の氏名 

⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名 

⑷ その他省令で定める事項 

２ 前項の規定による申告書を給与支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に

係る同項各号に掲げる事項がその年の前年に

おいて当該給与支払者を経由して提出した同

項又は法第３１７条の３の２第１項の規定に

よる申告書に記載した事項（その者が当該前

年の中途において次項又は同条第３項の規定

による申告書を当該給与支払者を経由して提

出した場合には、その異動に係る事項につい

ては、当該前年の最後に提出したこれらの規

定による申告書に記載した事項。以下この項

において「前年申告書記載事項」という。）と

異動がないときは、給与所得者は、省令で定

めるところにより、前項各号に掲げる事項に
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ろにより、同条第１項各号に掲げる事項に代

えて前年申告書記載事項と異動がない旨を記

載した前項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定による申告書を提出した給与所得者で本

市の区域内に住所を有するものは、その年の

中途において当該申告書に記載した事項につ

いて異動を生じた場合には、第１項又は同条

第１項の給与支払者からその異動を生じた日

後最初に給与の支払を受ける日の前日まで

に、省令で定めるところにより、その異動の

内容その他省令で定める事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、市長に提

出しなければならない。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第２７条の３ 法第３１７条の３の３第１項に

規定する公的年金等受給者（以下この条にお

いて「公的年金等受給者」という。）で本市の

区域内に住所を有するものは、その公的年金

等支払者（同項に規定する公的年金等支払者

をいう。以下この条において同じ。）から毎年

最初に所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、省令で定めるところにより、法第３１７

条の３の３第２項各号に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代えて前年申告書記載事項と異動がない旨を

記載した同項の規定による申告書を提出する

ことができる。 

 

３ 第１項又は法第３１７条の３の２第１項の

規定による申告書を提出した給与所得者で市

内に住所を有するものは、その年の中途にお

いて当該申告書に記載した事項について異動

を生じた場合には、第１項又は同条第１項の

給与支払者からその異動を生じた日後最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、省令で

定めるところにより、その異動の内容その他

省令で定める事項を記載した申告書を、当該

給与支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第２７条の３ 所得税法第２０３条の６第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第２０

３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）

の支払を受ける第１７条第１項第１号に掲げ

る者であって、特定配偶者（所得割の納税義

務者（合計所得金額が９，０００，０００円

以下である者に限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（法第２９２条第１項

第６号に規定する退職手当等をいう。第５款

を除き、以下同じ。）（第３５条に規定する退

職手当等に限る。以下この項において同じ。）

に係る所得を有する者で合計所得金額が９５

０，０００円以下であるものに限る。）をいう。

以下この項において同じ。）又は扶養親族（年

齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族（法

第３１４条の２第１項第１１号に規定する控

除対象扶養親族をいう。）で退職手当等に係る

所得を有するものに限る。）若しくは特定親族
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２ 前項の規定による申告書を公的年金等支払

者を経由して提出する場合において、当該申

告書に係る法第３１７条の３の３第２項各号

に掲げる事項がその年の前年においてその経

由する公的年金等支払者と同一の公的年金等

支払者を経由して提出した前項又は同条第１

項の規定による申告書に記載した事項（以下

この項において「前年申告書記載事項」とい

う。）と異動がないときは、公的年金等受給者

は、当該公的年金等支払者が所得税法第２０

３条の６第２項に規定する国税庁長官の承認

を受けている場合に限り、省令で定めるとこ

ろにより、法第３１７条の３の３第２項各号

に掲げる事項に代えて前年申告書記載事項と

異動がない旨を記載した前項の規定による申

告書を提出することができる。 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第３３条の４   

２ 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によ

りその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴

（退職手当等に係る所得を有する者で合計所

得金額が８５０，０００円以下であるものに

限る。）を有する者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有

するものは、当該申告書の提出の際に経由す

べき所得税法第２０３条の６第１項に規定す

る公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、省令で定めるところにより、次の各号に

掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年

金等支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 当該公的年金等支払者の名称 

⑵ 特定配偶者の氏名 

⑶ 扶養親族又は特定親族の氏名 

⑷ その他省令で定める事項 

２ 前項の規定による申告書を公的年金等支払

者を経由して提出する場合において、当該申

告書に係る同項各号に掲げる事項がその年の

前年において当該公的年金等支払者を経由し

て提出した同項又は法第３１７条の３の３第

１項の規定による申告書に記載した事項（以

下この項において「前年申告書記載事項」と

いう。）と異動がないときは、公的年金等受給

者は、当該公的年金等支払者が所得税法第２

０３条の６第２項に規定する国税庁長官の承

認を受けている場合に限り、省令で定めると

ころにより、前項各号に掲げる事項に代えて

前年申告書記載事項と異動がない旨を記載し

た同項の規定による申告書を提出することが

できる。 

 

（給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務

等） 

第３３条の４   

２ 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によ

りその者が徴収すべき給与所得に係る特別徴
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収税額に係る個人の市民税の納税義務者が当

該特別徴収義務者から給与の支払を受けない

こととなった場合は、その事由が発生した日

の属する月の翌月以降の月割額（前項の規定

により特別徴収義務者が給与の支払をする際

毎月徴収すべき額をいう。以下この条及び次

条第３項において同じ。）は、これを徴収して

納入する義務を負わない。ただし、その事由

が当該年度の初日の属する年の６月１日から

１２月３１日までの間において発生し、かつ、

省令で定めるところによりその事由が発生し

た日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴

収の方法によって徴収されたい旨の納税義務

者からの申出があった場合及びその事由がそ

の年の翌年の１月１日から４月３０日までの

間において発生した場合は、当該納税義務者

に対してその年の５月３１日までの間に支払

われるべき給与又は退職手当等（法第２９２

条第１項第６号に規定する退職手当等をい

う。第５款を除き、以下同じ。）で当該月割額

の全額に相当する金額を超えるものがあると

きに限り、その者に支払われるべき給与又は

退職手当等の支払をする際、当該月割額の全

額（同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなったと

きにあっては、同日までに支払われた当該給

与又は退職手当等の額から徴収することがで

きる額）を徴収し、その徴収した月の翌月１

０日までに、納入しなければならない。 

（固定資産税の免税点） 

第４１条 同一の者について、本市の区域内に

おけるその者の所有に係る土地、家屋又は償

却資産に対して課する固定資産税の課税標準

となるべき額が土地又は家屋にあっては３０

０，０００円、償却資産にあっては１，８０

０，０００円に満たない場合においては、固

定資産税を課さない。 

（新築住宅に対して課する固定資産税の減額） 

収税額に係る個人の市民税の納税義務者が当

該特別徴収義務者から給与の支払を受けない

こととなった場合は、その事由が発生した日

の属する月の翌月以降の月割額（前項の規定

により特別徴収義務者が給与の支払をする際

毎月徴収すべき額をいう。以下この条及び次

条第３項において同じ。）は、これを徴収して

納入する義務を負わない。ただし、その事由

が当該年度の初日の属する年の６月１日から

１２月３１日までの間において発生し、かつ、

省令で定めるところによりその事由が発生し

た日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴

収の方法によって徴収されたい旨の納税義務

者からの申出があった場合及びその事由がそ

の年の翌年の１月１日から４月３０日までの

間において発生した場合は、当該納税義務者

に対してその年の５月３１日までの間に支払

われるべき給与又は退職手当等で当該月割額

の全額に相当する金額を超えるものがあると

きに限り、その者に支払われるべき給与又は

退職手当等の支払をする際、当該月割額の全

額（同日までに当該給与又は退職手当等の全

部又は一部の支払がされないこととなったと

きにあっては、同日までに支払われた当該給

与又は退職手当等の額から徴収することがで

きる額）を徴収し、その徴収した月の翌月１

０日までに、納入しなければならない。 

 

 

（固定資産税の免税点） 

第４１条 同一の者について、市内におけるそ

の者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に

対して課する固定資産税の課税標準となるべ

き額が土地にあっては３００，０００円、家

屋にあっては２００，０００円、償却資産に

あっては１，５００，０００円に満たない場

合においては、固定資産税を課さない。 

（新築住宅に対して課する固定資産税の減額） 
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第４９条 令和１１年４月１日から令和１３年

３月３１日までの間に新築された法附則第１

５条の６第１項に規定する住宅に対して課す

る固定資産税については、次条又は法附則第

１５条の７第１項若しくは第２項若しくは附

則第１５条の８の規定の適用がある場合を除

き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課

されることとなった年度から３年度分の固定

資産税に限り、当該住宅に係る法附則第１５

条の６第１項に規定する固定資産税額の２分

の１に相当する額を当該住宅に係る当該固定

資産税額から減額する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新築中高層耐火建築住宅に対して課する固定

資産税の減額） 

第５０条 令和１１年４月１日から令和１３年

第４９条 令和４年４月１日から令和８年３月

３１日までの間に新築された住宅（区分所有

に係る家屋にあっては人の居住の用に供する

専有部分のうち令で定める専有部分を有する

家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋

にあっては人の居住の用に供する家屋のうち

令で定める家屋をいう。以下この条及び次条

において同じ。）（住宅の新築に係る都市再生

特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８

８条第１項の規定による届出に係る同条第３

項の規定による勧告を受けた者が、同条第５

項の規定により当該勧告に従わなかった旨を

公表された場合における当該勧告に従わない

で新築した住宅（その敷地の用に供する土地

の全部又は一部が同項に規定する区域に含ま

れるものに限る。）を除く。以下この条及び次

条において同じ。）で令で定めるものに対して

課する固定資産税については、次条又は法附

則第１５条の７第１項若しくは第２項若しく

は附則第１５条の８の規定の適用がある場合

を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税

が課されることとなった年度から３年度分の

固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産

税額（区分所有に係る住宅（区分所有に係る

家屋である住宅をいう。以下この条及び次条

において同じ。）にあってはこの条の規定の適

用を受ける部分に係る税額として各区分所有

者ごとに令で定めるところにより算定した額

の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住

宅（人の居住の用に供する部分以外の部分を

有する住宅その他の令で定める住宅に限る。）

にあってはこの条の規定の適用を受ける部分

に係る税額として令で定めるところにより算

定した額とする。）の２分の１に相当する額を

当該住宅に係る固定資産税額から減額する。 

（新築中高層耐火建築住宅に対して課する固定

資産税の減額） 

第５０条 令和６年４月１日から令和８年３月
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３月３１日までの間に新築された法附則第１

５条の６第２項に規定する住宅に対して課す

る固定資産税については、法附則第１５条の

７第１項若しくは第２項又は附則第１５条の

８の規定の適用がある場合を除き、当該住宅

に対して新たに固定資産税が課されることと

なった年度から５年度分の固定資産税に限

り、当該住宅に係る法附則第１５条の６第２

項に規定する固定資産税額の２分の１に相当

する額を当該住宅に係る当該固定資産税額か

ら減額する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（固定資産税等の課税標準の特例） 

１０ 略 

⑶ 法附則第１５条第１３項本文 ５分の３ 

 ⑷ 法附則第１５条第１３項ただし書 ２分

の１ 

 ⑸ 法附則第１５条第２０項 ２分の１ 

 ⑹ 法附則第１５条第２１項第１号 ３分の

２ 

 ⑺ 法附則第１５条第２１項第２号 ２分の

１ 

 ⑻ 法附則第１５条第２１項第３号 ２分の

１ 

 ⑼ 法附則第１５条第２２項第１号 ３分の

３１日までの間に新築された中高層耐火建築

物（建築基準法第２条第９号の２イに規定す

る特定主要構造部を耐火構造とした建築物又

は同条第９号の３イ若しくはロのいずれかに

該当する建築物で、地上階数（令で定めると

ころにより計算した地上階数をいう。）３以上

を有するものをいう。）である住宅で令で定め

るものに対して課する固定資産税について

は、法附則第１５条の７第１項若しくは第２

項又は附則第１５条の８の規定の適用がある

場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資

産税が課されることとなった年度から５年度

分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定

資産税額（区分所有に係る住宅にあってはこ

の条の規定の適用を受ける部分に係る税額と

して各区分所有者ごとに令で定めるところに

より算定した額の合算額とし、区分所有に係

る住宅以外の住宅（人の居住の用に供する部

分以外の部分を有する住宅その他の令で定め

る住宅に限る。）にあってはこの条の規定の適

用を受ける部分に係る税額として令で定める

ところにより算定した額とする。）の２分の１

に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額

から減額する。 

附 則 

（固定資産税等の課税標準の特例） 

１０ 略 

⑶ 法附則第１５条第１４項本文 ５分の３ 

⑷ 法附則第１５条第１４項ただし書 ２分

の１ 

⑸ 法附則第１５条第２１項 ２分の１ 

⑹ 法附則第１５条第２２項第１号 ３分の

２ 

⑺ 法附則第１５条第２２項第２号 ２分の

１ 

⑻ 法附則第１５条第２２項第３号 ２分の

１ 

⑼ 法附則第１５条第２３項第１号 ３分の
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２ 

 ⑽ 法附則第１５条第２２項第２号 ２分の

１ 

 ⑾ 法附則第１５条第２４項第１号 ２分の

１ 

 ⑿ 法附則第１５条第２４項第２号 ５分の

３ 

 ⒀ 法附則第１５条第２４項第３号 ３分の

２ 

 ⒁ 法附則第１５条第２４項第４号 ４分の

３ 

 ⒂ 法附則第１５条第２７項 ３分の２ 

 ⒃ 法附則第１５条第３１項 ３分の２ 

 ⒄ 法附則第１５条第３５項 ３分の２ 

 ⒅ 法附則第１５条第３６項 ２分の１ 

 ⒆ 法附則第１５条第３９項 ３分の１ 

 ⒇ 法附則第１５条第４０項 ４分の３ 

(23) 法附則第１５条の１１第１項 ３分の

１ 

 

１８から２１まで 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

⑽ 法附則第１５条第２３項第２号 ２分の

１ 

⑾ 法附則第１５条第２５項第１号 ３分の

２ 

⑿ 法附則第１５条第２５項第２号 ７分の

６ 

⒀ 法附則第１５条第２５項第３号 ４分の

３ 

⒁ 法附則第１５条第２５項第４号 ２分の

１ 

⒂ 法附則第１５条第２８項 ３分の２ 

⒃ 法附則第１５条第３２項 ３分の２ 

⒄ 法附則第１５条第３６項 ３分の２ 

⒅ 法附則第１５条第３７項 ２分の１ 

⒆ 法附則第１５条第４０項 ３分の１ 

⒇ 法附則第１５条第４１項 ４分の３ 

 

 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

１８ 平成２０年度から平成２８年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税

義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適

用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定

する居住年（以下「居住年」という。）が平成

１１年から平成１８年までの各年である場合

に限る。）には、法附則第５条の４第６項に規

定するところにより計算した金額（以下「市

民税の住宅借入金等特別税額控除額」とい

う。）を、当該納税義務者の第２２条第２項及

び第３項並びに第２５条第１項の規定を適用

した場合の所得割の額から控除する。 

１９ 前項の規定の適用がある場合における第

２５条第３項及び第４項の規定の適用につい

ては、同条第３項中「前２項」とあるのは「前

２項並びに附則第１８項」と、同条第４項中

「前各項」とあるのは「前各項並びに附則第
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（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

２２ 平成２２年度から令和２５年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税

義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適

用を受けた場合（同法第４１条第１項に規定

する居住年が平成２１年から令和１２年まで

の各年である場合に限る。）には、法附則第５

条の４第５項（法の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）に規定するところにより

計算した金額を、その適用を受けた当該納税

義務者の第２２条第２項及び第３項並びに第

２５条第１項の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

２４ 第２５条第２項の規定の適用を受ける市

民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条

の７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる

場合に該当する場合又は第２２条第３項に規

定する課税総所得金額、課税退職所得金額及

び課税山林所得金額を有しない場合であっ

１８項」とする。 

２０ 附則第１８項の規定は、所得割の納税義

務者が、当該年度の初日の属する年の３月１

５日までに、省令で定めるところにより、同

項の規定の適用を受けようとする旨及び市民

税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関

する事項を記載した市民税住宅借入金等特別

税額控除申告書（その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提出

されたものを含む。）を、市長に提出した場合

に限り、適用する。 

２１ 市民税の所得割の納税義務者が第２７条

第１項に規定する確定申告書を提出する場合

には、当該納税義務者は、前項の市民税住宅

借入金等特別税額控除申告書を、税務署長を

経由して市長に提出することができる。 

 

２２ 平成２２年度から令和２０年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税

義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適

用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から令和７年ま

での各年である場合に限る。）において、附則

第１８項の規定の適用を受けないときは、法

附則第５条の４の２第５項（同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）

に規定するところにより計算した金額を、当

該納税義務者の第２２条第２項及び第３項並

びに第２５条第１項の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

２４ 第２５条第２項の規定の適用を受ける市

民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条

の７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる

場合に該当する場合又は第２２条第３項に規

定する課税総所得金額、課税退職所得金額及

び課税山林所得金額を有しない場合であっ
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て、当該納税義務者の前年中の所得について、

法附則第３３条の２第５項、附則第３３条の

３第５項、附則第３４条第４項、附則第３５

条第５項、附則第３５条の２第５項、附則第

３５条の２の２第５項、附則第３５条の３の

６第４項又は附則第３５条の４第４項の規定

の適用を受けるときは、法第３１４条の７第

１１項に規定する特例控除額は、同項第２号

及び第３号の規定にかかわらず、法附則第５

条の５第２項（法の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）に規定するところにより

算定するものとする。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

５３ 平成３０年度以後の各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が、前年中

に自己又は自己と生計を一にする配偶者その

他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費

（租税特別措置法第４１条の１７第１項に規

定する特定一般用医薬品等購入費をいう。以

下この項において同じ。）を支払った場合（同

条第１項各号に掲げる特定一般用医薬品等購

入費の区分に応じ当該各号に定める期間内に

支払った場合に限る。）において法附則第４条

の５第３項に規定する取組を行ったときにお

ける第２１条の規定による控除については、

その支払及び当該取組を行った所得割の納税

義務者の選択により、同条中「同項」とある

のは「同項（第２号を除く。）」と、「まで」と

あるのは「まで並びに法附則第４条の５第３

項の規定により読み替えて適用する法第３１

４条の２第１項（同号に限る。）」として、同

条の規定を適用することができる。 

 

 

 

 

 

て、当該納税義務者の前年中の所得について、

法附則第３３条の２第５項、附則第３３条の

３第５項、附則第３４条第４項、附則第３５

条第５項、附則第３５条の２第５項、附則第

３５条の２の２第５項又は附則第３５条の４

第４項の規定の適用を受けるときは、法第３

１４条の７第１１項に規定する特例控除額

は、同項第２号及び第３号の規定にかかわら

ず、法附則第５条の５第２項（法附則第５条

の６第２項及び附則第５条の７第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）に規

定するところにより算定するものとする。 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

５３ 平成３０年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義

務者が、前年中に自己又は自己と生計を一に

する配偶者その他の親族に係る特定一般用医

薬品等購入費（租税特別措置法第４１条の１

７第１項に規定する特定一般用医薬品等購入

費をいう。）を支払った場合において法附則第

４条の５第３項に規定する取組を行ったとき

における第２１条の規定による控除について

は、当該所得割の納税義務者の選択により、

同条中「同項」とあるのは「同項（第２号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並びに

法附則第４条の５第３項の規定により読み替

えて適用される法第３１４条の２第１項（同

号に限る。）」として、同条の規定を適用する

ことができる。 
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（改修特別特定建築物に対する固定資産税及び

都市計画税の減額の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

７４ 法附則第１５条の１１第１項に規定する

改修特別特定建築物（以下この項において「改

修特別特定建築物」という。）について同条第

１項の規定の適用を受けようとする者は、そ

の改修特別特定建築物に係る利便性等向上改

修工事（同項に規定する利便性等向上改修工

事をいう。以下この項において同じ。）が完了

した日から３月以内に、次の各号に掲げる事

項を記載した申告書に当該利便性等向上改修

工事に係る同条第１項に規定する政府の補助

を受けたことを証する書類及び当該改修特別

特定建築物が同項に規定する建築物移動等円

滑化基準又は建築物特定施設の構造及び配置

に関する基準に適合することを証する書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

⑸ 当該利便性等向上改修工事が完了した

年月日 

（改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及

び都市計画税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

７４ 法附則第１５条の１１第１項に規定する

改修実演芸術公演施設について、同項の規定

の適用を受けようとする者は、当該改修実演

芸術公演施設に係る改修工事が完了した日か

ら３月以内に、次の各号に掲げる事項を記載

した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９１号）第１７条第３項の認定に係る通知書

の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第

２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に

供する施設であることを証する書類を添えて

市長に提出しなければならない。 

 

 

⑸ 当該改修工事が完了した年月日 
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（議案説明資料） 

 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第５９号 所 管 福祉課 

件 名 尼崎市高齢者乗合自動車運賃助成条例の一部を改正する条例について 

内       容 

１ 改正理由 

  阪神バス株式会社等が運行する乗合自動車の運賃改定に伴い、高齢者の負担軽減を

図ることを目的として、市の助成額を増額するため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 高齢者に交付している定期助成券（１年）を使用して、定期券を購入する場合の

市の助成額を次のとおり改める。 

 購入額 市助成額 利用者負担額 

現 行 

低所得１  ４０，２００円 １３，４００円 

低所得２ ５３，６００円 ３５，７３０円 １７，８７０円 

一般  ２６，８００円 ２６，８００円 

改正後 

低所得１  ５３，５５０円 １７，８５０円 

低所得２ ７１，４００円 ４７，６００円 ２３，８００円 

一般  ３５，７００円 ３５，７００円 

 

 ⑵ 高齢者バス運賃乗車払カードを使用して、乗合自動車を利用する場合の市の助成

額を「１２０円」から「１３０円を超えない範囲内で規則で定める額」に改める。 

 

３ 施行期日 

  令和８年９月１日 
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尼崎市高齢者乗合自動車運賃助成条例 

改正後 現 行 

（助成額） 

第４条 略 

⑴ 前条第１号に該当する場合 次に掲げ

る受給資格者の区分に応じ、当該アからウ

までに定める額（有効期間が１年に満たな

い範囲内において規則で定める期間であ

る助成対象定期乗車券を購入する場合に

あっては、当該アからウまでに定める額の

範囲内で規則で定める額） 

ア 尼崎市介護保険条例（平成１２年尼崎

市条例第２２号)第５条第１号に該当す

る受給資格者 ５３，５５０円 

イ 尼崎市介護保険条例第５条第２号又

は第３号に該当する受給資格者 ４７，

６００円 

ウ ア及びイに掲げる受給資格者以外の

受給資格者 ３５，７００円 

⑵ 前条第２号に該当する場合 １３０円

を超えない範囲内で規則で定める額 

（助成額） 

第４条 略 

⑴ 前条第１号に該当する場合 次に掲げ

る受給資格者の区分に応じ、当該アからウ

までに定める額（有効期間が１年に満たな

い範囲内において規則で定める期間であ

る助成対象定期乗車券を購入する場合に

あっては、当該アからウまでに定める額の

範囲内で規則で定める額） 

ア 尼崎市介護保険条例（平成１２年尼崎

市条例第２２号)第５条第１号に該当す

る受給資格者 ４０，２００円 

イ 尼崎市介護保険条例第５条第２号又

は第３号に該当する受給資格者 ３５，

７３０円 

ウ ア及びイに掲げる受給資格者以外の

受給資格者 ２６，８００円 

⑵ 前条第２号に該当する場合 １２０円 

 

 

34



（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第６０号 所 管 水道維持課、下水道建設課 

件 名 
尼崎市水道事業給水条例及び尼崎市下水道条例の一部を改正する条例につい

て 

内       容 

１ 改正理由 

  令和６年能登半島地震では、私人が管理する給水装置及び排水設備の復旧が遅れ、

上下水道が使用できない状況が長期化したことを背景に、被災地での給水装置及び排

水設備の円滑な復旧工事の実施に対応する業者の確保を求める国土交通省の通知が

発出された。この通知を受け、本市においても災害その他非常の場合における、円滑

な復旧工事の実施を図るため、所要の整備を行うもの。 

 

２ 改正内容 

⑴ 尼崎市水道事業給水条例の改正 

災害その他非常の場合において、本市の公営企業管理者（以下「管理者」という。） 

が必要があると認めるときは、管理者以外の水道事業者又はその水道事業者による 

事業者指定を受けた者が給水装置工事を施行することができることとする。 

 ⑵ 尼崎市下水道条例の改正 

   災害その他非常の場合において、管理者が必要があると認めるときは、管理者以

外の公共下水道管理者による処分（管理者による事業者指定に相当する処分）を受

けた者が排水設備工事を施行することができることとする。 

  

３ 施行期日 

  公布の日 
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尼崎市水道事業給水条例（第１条関係） 

改正後 現 行 

（給水装置工事の施行） 

第９条 給水装置の新設、改造又は撤去の工事

（その設計を含む。以下この条において「給

水装置工事」という。）は、管理者又はその事

業者指定（水道法（昭和３２年法律第１７７

号。以下「法」という。）第１６条の２第１項

の規定による指定をいう。以下この条におい

て同じ。）を受けた者（以下この条において「管

理者指定事業者」という。）でなければ施行す

ることができない。ただし、災害その他非常

の場合において、管理者が必要があると認め

るときは、管理者以外の水道事業者（法第３

条第５項に規定する水道事業者をいう。以下

同じ。）又はその事業者指定を受けた者（以下

この条において「他の指定事業者」という。）

が施行することができる。 

２ 管理者指定事業者、管理者以外の水道事業

者又は他の指定事業者（以下「管理者指定事

業者等」という。）が給水装置工事を施行する

場合は、その着手前に管理者の設計審査を受

け、かつ、その完成後に管理者の工事検査を

受けなければならない。 

（給水装置の基準違反等に対する措置） 

第４２条の２   

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置

が管理者又は管理者指定事業者等の施行した

給水装置の新設又は改造の工事に係るもので

ないときは、その者の給水の申込みを拒み、

又はその者に対する給水を停止することがで

きる。ただし、当該給水装置の構造及び材質

が政令第６条の基準に適合していることを確

認したときは、この限りでない。 

（工事の施行） 

第９条 給水装置の新設、改造又は撤去の設計

及び工事は、管理者又は指定給水装置工事事

業者（水道法（昭和３２年法律第１７７号。

以下「法」という。）第１６条の２第２項に

規定する指定給水装置工事事業者をいう。以

下同じ。）が施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定給水装置工事事業者が工事を施行する

場合は、工事着手前に管理者の設計審査を受

け、かつ、工事完成後に管理者の工事検査を

受けなければならない。 

 

 

（給水装置の基準違反等に対する措置） 

第４２条の２   

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置

が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行

した給水装置の新設又は改造の工事に係るも

のでないときは、その者の給水の申込みを拒

み、又はその者に対する給水を停止すること

ができる。ただし、当該給水装置の構造及び

材質が政令第６条の基準に適合していること

を確認したときは、この限りでない。 
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尼崎市下水道条例（第２条関係） 

改正後 現 行 

（排水設備工事の施行） 

第３条の２ 排水設備工事は、排水設備工事を

適正に行うことができると認められる者で管

理者が指定するものでなければ行うことがで

きない。ただし、災害その他非常の場合にお

いて、管理者が必要があると認めるときは、

管理者以外の法第４条第１項に規定する公共

下水道管理者の処分（この項本文の規定によ

る指定（以下「事業者指定」という。）に相

当する処分をいう。）を受けた者が行うこと

ができる。 

２ 事業者指定について必要な事項は、管理者

が定める。 

 

（手数料） 

第２３条 事業者指定を受けようとする者は、

その申請の際、１０，０００円以内で管理者

が別に定める額の手数料を納付しなければな

らない。 

（排水設備工事の施行） 

第３条の２ 排水設備工事は、排水設備工事を

適正に行うことができると認められる者で管

理者が指定するもの（以下「下水道排水設備

指定工事店」という。）でなければ行うこと

ができない。 

 

 

 

 

 

２ 前項の規定による下水道排水設備指定工事

店の指定について必要な事項は、管理者が定

める。 

（手数料） 

第２３条 第３条の２第１項の規定による下水

道排水設備指定工事店の指定を受けようとす

る者は、当該指定の申請の際、１０，０００

円以内で管理者が別に定める額の手数料を納

付しなければならない。 
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（議案説明資料） 

 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 条例 番 号 議案第６１号 所 管 住宅政策課 

件 名 尼崎市立富松住宅管理基金条例を廃止する条例について 

内       容 

１ 廃止理由 

 尼崎市立富松住宅の用に供されていた建築物等の管理等に要する経費の財源を確

保するため、設置を存続していた尼崎市立富松住宅管理基金について、当該建築物等

及びその跡地を民間事業者に売却したことから本条例を廃止するもの。 

 

２ 施行期日 

公布の日 
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尼崎市立富松住宅管理基金条例 

現 行 

（設置） 

第１条 尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例の廃止等に関する条例（令和５年尼崎市

条例第３１号）第１条の規定による廃止前の尼崎市立富松住宅の設置及び管理に関する条例（平

成２４年尼崎市条例第３９号）第２条第１項の規定により設置された尼崎市立富松住宅及びそ

の用に供されていた建築物等で現に存するものの管理等に要する経費の財源を確保するため、

尼崎市立富松住宅管理基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（基金の額） 

第２条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定

める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（基金への編入） 

第４条 基金から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。 

（処分） 

第５条 基金は、第１条に規定する設置の目的を達成するため、市長が必要があると認めるとき

に限り、処分することができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 
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（議案説明資料） 

 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６２号 所 管 公有財産課 

件 名 旧慣による公有財産の使用権の廃止について 

内       容 

１ 趣旨 

旧慣による公有財産の使用権とは、明治２２年（１８８９年）の市制町村制施行以

前からの慣行により特定の住民が公有財産を使用する権利であり、今日においても、

この権利に基づき、旧村（部落）の住民による使用を認めている公有財産が存在して

いる。 

この度、本件公有財産を仏堂敷地として使用してきた御園村から、仏堂の廃止によ

り、本件公有財産を使用する必要がなくなったため、その旧慣を廃止し本市へ引き渡

したい旨の申請があったことから、その旧慣を廃止するにあたり、地方自治法第２３

８条の６第１項の規定により、議会の議決を求めるもの。 

 

２ 使用権を廃止する公有財産及び部落 

所在地番 地目 地積 部落 

尼崎市御園３丁目５１６番１ 山林 ８４９㎡ 
御園村 

尼崎市御園３丁目５１６番２ 宅地 ３９．６６㎡ 

※位置は別図のとおり 
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（議案説明資料） 

 

別 図 

 

尼崎市御園３丁目５１６番１ 

地目：山林 

地積：８４９㎡ 

尼崎市御園３丁目５１６番２ 

地目：宅地 

地積：３９．６６㎡ 
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（議案説明資料） 

 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６３号 所 管 住宅管理担当 

件 名 訴えの提起について（建物明渡し等請求事件） 

内       容 

１ 提起理由 

 市営住宅の家賃等の長期滞納により当該市営住宅の賃貸借契約を解除した者等に

対して、滞納家賃等の支払及び入居する市営住宅等の明渡しとともに損害賠償金の支

払を求めるもの。 

 

２ 被告等 

 住宅家賃等滞納者       ※滞納金額等は令和 8年 4月 1日時点の数値 

№ 名義人 滞納家賃 滞納駐車場使用料 状況 

1 個人Ａ 
378,070 円 

（17 月） 

212,193 円 

（19 月） 
賃貸借契約解除済み 

2 個人Ｂ 
674,477 円 

（20 月） 
― 賃貸借契約解除済み 

3 個人Ｃ 
966,800 円 

（14 月） 
― 

訴状の送達をもって 

賃貸借契約解除予定 
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（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６４号 所 管 公園維持課 

件 名 工事請負契約について（記念公園陸上競技場等改修工事） 

内       容 

１ 契約の目的 

記念公園陸上競技場のメインスタンド等については、設置から６０年以上経過し、

外壁をはじめ施設の劣化が進行している状態である。施設の安全性を確保するため、

改修工事を実施するもの。 

 

２ 工事内容 

  メインスタンド改修工事    一式 

  全自動電気計時装置室改修工事 一式 

バックスタンド改修工事    一式 

屋外トイレ改修工事      一式 

 

３ 契約の方法 

一般競争入札（制限付） 

 

４ 開札年月日 

令和８年２月２日 

 

５ 契約金額 

  ２４９，４８０，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

 

６ 契約の相手方 

  尼崎市武庫之荘本町３丁目１１番２０号 

   株式会社吉川組 

    代表取締役 吉川 壽一 

 

７ 工期 

  契約締結の日から令和９年３月２０日まで 
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（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）

（株）モリテック 251,100,000 ※予定価格超過

（株）オカモト・コンストラクショ
ン・システム

253,800,000 ※予定価格超過

（株）伊藤テック 228,630,000

（株）松善工務店 241,800,000 ※予定価格超過

入　　　札　　　者　　　名 第1回入札金額（円）

（株）吉川組 226,800,000 決定

落　札　者　名 （株）吉川組 落　札　金　額 226,800,000円

予  定  価  格 237,600,000円 最 低 制 限 価 格 218,592,000円

開　札　結　果　表

開札年月日 令和８年２月２日

件　　　　　名 記念公園陸上競技場等改修工事
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（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６５号 所 管 消防局 企画管理課 

件 名 物件の買入れについて（消防団小型動力ポンプ積載車） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  地域防災力の中核である消防団に配備されている車両が経年劣化していることか

ら、消防力を強化し、水火災等の災害に迅速かつ的確に対応するため現有車両を更新

するもの。 

 

２ 買入れ物件の内容 

  消防団小型動力ポンプ積載車 ３台 

 

３ 買入れの方法 

  指名競争入札 

 

４ 買入れの金額 

６７，６５０，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

   

５ 買入れの相手方 

大阪市住吉区万代東 1丁目５番２２号 

   小川ポンプ工業株式会社 

    代表取締役 小河 元 

 

６ 納期 

  令和１０年３月３日 
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　　開　札　結　果　表

開札年月日 令和８年４月２０日

件　　　　　名 消防団小型動力ポンプ積載車

落　札　者　名 小川ポンプ工業（株） 落 札 金 額 61,500,000円

予　定　価　格 63,525,000円 最 低 制 限 価 格 ―

入　札　者　名 第1回入札金額(円)

小川ポンプ工業（株） 61,500,000 決定

（株）吉谷機械製作所 62,250,000

平和機械（株） 65,400,000 ※予定価格超過

日本ドライケミカル（株）大阪支店 66,000,000 ※予定価格超過

（株）藤井ポンプ製作所 67,500,000 ※予定価格超過

（株）スナミ 68,100,000 ※予定価格超過

大槻ポンプ工業（株） 68,400,000 ※予定価格超過

長野ポンプ（株）大阪営業所 72,000,000 ※予定価格超過

神戸日野自動車（株） 78,000,000 ※予定価格超過

（株）阪和総合防災南大阪支店 未入札

日本機械工業（株）大阪営業所 辞退

（株）モリタ関西支店 辞退

（株）ナカムラ消防化学大阪営業所 辞退

（株）ゼネラル商会 辞退

キンパイ商事（株） 辞退

（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）
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（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６６号 所 管 消防局 財務課 

件 名 物件の買入れについて（高規格救急自動車） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  高規格救急自動車が経年劣化していることから、消防力を強化し、救急事案に迅速

かつ的確に対応するため現有車両を更新するもの。 

 

２ 買入れ物件の内容 

  高規格救急自動車 ２台 

 

３ 買入れの方法 

  指名競争入札 

 

４ 買入れの金額 

６９，５２０，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

   

５ 買入れの相手方 

神戸市須磨区大池町３丁目１番１号 

 兵庫トヨタ自動車株式会社 特販営業所 

  所長 中井 立周 

 

６ 納期 

  令和９年３月５日 
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　　開　札　結　果　表

開札年月日 令和８年４月２０日

件　　　　　名 高規格救急自動車

落　札　者　名
兵庫トヨタ自動車
(株)特販営業所

落 札 金 額 63,200,000円

予　定　価　格 67,972,000円 最 低 制 限 価 格 ―

入　札　者　名 第1回入札金額(円)

兵庫トヨタ自動車（株）特販営業所 63,200,000 決定

日本船舶薬品（株）神戸支店 66,000,000

（株）赤尾大阪営業部 67,600,000

石黒メディカルシステム(株)大阪支店 未入札

（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）
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（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６７号 所 管 消防局 財務課 

件 名 物件の買入れについて（水槽付き消防ポンプ自動車） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  多様な災害に即時に対応する水槽付き消防ポンプ自動車が経年劣化していること

から、消防力を強化し、水火災等の災害に迅速かつ的確に対応するため現有車両を更

新するもの。 

 

２ 買入れ物件の内容 

  水槽付き消防ポンプ自動車 １台 

 

３ 買入れの方法 

  指名競争入札 

 

４ 買入れの金額 

８２，３９０，０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

   

５ 買入れの相手方 

鳥取市古海３５６番地１ 

株式会社吉谷機械製作所 

    取締役社長 吉谷 勇一郎 

 

６ 納期 

  令和１０年２月２５日 
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　　開　札　結　果　表

開札年月日 令和８年４月２０日

件　　　　　名 水槽付き消防ポンプ自動車

落　札　者　名 （株）吉谷機械製作所 落 札 金 額 74,900,000円

予　定　価　格 81,658,300円 最 低 制 限 価 格 ―

入　札　者　名 第1回入札金額(円)

（株）吉谷機械製作所 74,900,000 決定

日本機械工業（株）大阪営業所 75,600,000

小川ポンプ工業（株） 76,300,000

日本ドライケミカル（株）大阪支店 76,800,000

平和機械（株） 77,000,000

（株）モリタ関西支店 77,100,000

大槻ポンプ工業（株） 77,800,000

（株）スナミ 78,900,000

（株）藤井ポンプ製作所 79,000,000

長野ポンプ（株）大阪営業所 79,500,000

神戸日野自動車（株） 82,000,000 ※予定価格超過

（株）阪和総合防災南大阪支店 未入札

（株）ゼネラル商会 辞退

キンパイ商事（株） 辞退

（株）ナカムラ消防化学大阪営業所 辞退

（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）
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（議案説明資料） 

＜令和８年６月定例会＞ 

種 別 その他 番 号 議案第６８号 所 管 消防局 財務課 

件 名 物件の買入れについて（小型水槽付き消防ポンプ自動車） 

内       容 

１ 買入れの目的 

  消防ポンプ自動車が経年劣化していることから、消防力を強化し、水火災等の災害

に迅速かつ的確に対応するため小型水槽付き消防ポンプ自動車に更新するもの。 

 

２ 買入れ物件の内容 

  小型水槽付き消防ポンプ自動車 １台 

 

３ 買入れの方法 

  指名競争入札 

 

４ 買入れの金額 

５７,２００,０００円（※ 金額は消費税等相当額１０％を含む。） 

   

５ 買入れの相手方 

吹田市豊津町１番３１号由武ビル５階Ｃ号室 

長野ポンプ株式会社 大阪営業所 

    所長 東野 敏行 

 

６ 納期 

  令和１０年２月２５日 
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　　開　札　結　果　表

開札年月日 令和８年４月２０日

件　　　　　名 小型水槽付き消防ポンプ自動車

落　札　者　名
長野ポンプ（株）
大阪営業所

落 札 金 額 52,000,000円

予　定　価　格 60,106,200円 最 低 制 限 価 格 ―

入　札　者　名 第1回入札金額(円)

長野ポンプ（株）大阪営業所 52,000,000 決定

（株）吉谷機械製作所 53,900,000

日本機械工業（株）大阪営業所 54,600,000

小川ポンプ工業（株） 55,200,000

平和機械（株） 55,700,000

（株）モリタ関西支店 56,100,000

（株）スナミ 56,600,000

（株）藤井ポンプ製作所 56,800,000

日本ドライケミカル（株）大阪支店 56,850,000

神戸日野自動車（株） 58,000,000

（株）阪和総合防災南大阪支店 未入札

大槻ポンプ工業（株） 辞退

（株）ゼネラル商会 辞退

キンパイ商事（株） 辞退

（株）ナカムラ消防化学大阪営業所 辞退

（※　金額は消費税等相当額10％を含まない。）
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